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(57)【要約】
【課題】無接点電力伝送システムにおいて、部品点数を
抑制しつつ、簡単な信号処理によって、１次コイルと２
次コイルとの間への異物の挿入を高精度に検出すること
。
【解決手段】通常送電中において、受電装置（４０）の
受電側制御回路（５２）は、ＮＭＯＳトランジスタ（Ｔ
Ｂ３）をオン／オフして、間欠的な負荷変調を実施する
。送電装置の送電制御装置（２０）に含まれる送電制御
回路（２２）は、通常送電中の受電装置側の間欠的な負
荷変化を監視し、その間欠的な負荷変化を検出できない
ときに、１次コイル（Ｌ１）と２次コイル（Ｌ２）との
間に異物（ＡＲ）が挿入されたと判断して送電を停止す
る。また、本負荷（９４）の負荷状態が重いときは、本
負荷（９４）への供給電力を強制的に減少させ、間欠的
な負荷変調による負荷変化を、送電装置側で検出し易く
する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１次コイルと２次コイルを電磁的に結合させて送電装置から受電装置に対して電力を伝
送し、前記受電装置の本負荷に対して電力を供給する無接点電力伝送システムの前記受電
装置に設けられる受電制御装置であって、
　前記受電装置は、
　前記送電装置からみた負荷を変調する負荷変調部と、
　前記本負荷に対する電力供給を制御する給電制御部と、
　前記受電装置を制御する、前記受電制御装置に設けられる受電側制御回路と、を含み、
　前記受電側制御回路は、
　通常送電時において、電力を前記給電制御部を介して前記本負荷に供給しているときに
、前記負荷変調部を動作させて、前記送電装置からみた前記受電装置側の負荷を間欠的に
変化させることを特徴とする受電制御装置。
【請求項２】
　請求項１記載の受電制御装置であって、
　前記受電制御回路は、前記負荷変調部の動作を制御することによって、前記受電装置側
の負荷を１周期毎に変化させ、かつ、前記１周期内において、前記負荷を所定間隔で複数
回、間欠的に変化させることを特徴とする受電制御装置。
【請求項３】
　請求項２記載の受電制御装置であって、
　前記受電制御回路は、前記１周期内の部分的な期間においてのみ、前記負荷を所定間隔
で複数回、間欠的に変化させることを特徴とする受電制御装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか記載の受電制御装置であって、
　前記受電側制御回路は、
　前記本負荷の負荷状態を監視し、
　前記送電装置からみた前記負荷を間欠的に変化させる期間において、前記本負荷が重い
状態のときは、前記給電制御部を制御して前記本負荷に供給する電力を強制的に減少させ
ることを特徴とする受電制御装置。
【請求項５】
　請求項４記載の受電制御装置であって、
　前記給電制御部は、前記本負荷への電力供給経路に介在する給電制御トランジスタを含
み、
　前記受電制御回路は、前記給電制御トランジスタを連続的にスイッチングすることによ
って、前記本負荷に供給する電力を強制的に減少させることを特徴とする受電制御装置。
【請求項６】
　請求項４記載の受電制御装置であって、
　前記給電制御部は、前記本負荷への電力供給経路に介在する給電制御トランジスタとし
ての電界効果トランジスタを有し、
　前記受電制御回路は、前記電界効果トランジスタのゲート電圧を、前記電界効果トラン
ジスタが完全にオンするときのゲート電圧および前記電界効果トランジスタが完全にオフ
するときのゲート電圧の中間の電圧に設定して、前記電界効果トランジスタの出力電流の
電流量を絞り、これによって、前記本負荷に供給する電力を強制的に減少させることを特
徴とする受電制御装置。
【請求項７】
　請求項４～請求項６のいずれか記載の受電制御装置であって、
　前記給電制御部は、前記本負荷に供給する電圧を安定化するシリーズレギュレータを含
み、
　前記受電側制御回路は、前記シリーズレギュレータの両端電圧を検出することによって
、前記本負荷の負荷状態を監視することを特徴とする受電制御装置。
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【請求項８】
　請求項４～請求項６のいずれか記載の受電制御装置であって、
　前記給電制御部は、前記本負荷への電力供給経路に介在する給電制御トランジスタを含
み、
　前記受電側制御回路は、前記給電制御トランジスタの両端電圧を検出することによって
、前記本負荷の負荷状態を監視することを特徴とする受電制御装置。
【請求項９】
　請求項４～請求項６のいずれか記載の受電制御装置であって、
　前記受電側制御回路は、前記給電制御部の給電経路の電流量を検出することによって、
前記本負荷の負荷状態を監視することを特徴とする受電制御装置。
【請求項１０】
　１次コイルと２次コイルを電磁的に結合させて送電装置から受電装置に対して電力を伝
送し、前記受電装置の本負荷に対して電力を供給すると共に、通常送電時において、前記
受電装置が負荷変調を行って、前記送電装置からみた負荷を間欠的に変化させる無接点電
力伝送システムの、前記送電装置に設けられる送電制御装置であって、
　前記送電装置からみた負荷の間欠的な変化を検出する検出回路と、
　前記送電装置を制御する送電側制御回路と、を含み、
　前記送電側制御回路は、
　前記通常送電時における、前記送電装置からみた負荷の間欠的な変化を検出することが
できないときは、前記１次コイルと前記２次コイルの間に異物が挿入されたと判断して、
前記通常送電を停止することを特徴とする送電制御装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載の送電制御装置であって、
　前記通常送電時における前記送電装置から見た負荷は周期的に変化し、前記送電側制御
回路は、複数の周期の各々毎に前記負荷の変化を検出し、所定数の周期にわたって連続し
て前記負荷変化を検出できないときに、前記１次コイルと前記２次コイルとの間に異物が
挿入されたと判断して、前記通常送電を停止することを特徴とする送電制御装置。
【請求項１２】
　請求項１０または請求項１１記載の送電制御装置であって、
　前記検出回路は、前記１次コイルの誘起電圧の波形を検出する波形検出回路であること
を特徴とする送電制御装置。
【請求項１３】
　１次コイルと２次コイルを電磁的に結合させて送電装置から受電装置に対して電力を伝
送し、前記受電装置の本負荷に対して電力を供給する無接点電力伝送システムであって、
　前記送電装置は、
　前記送電装置からみた前記受電装置側の負荷の変化を検出する検出回路と、
　前記送電装置を制御する送電側制御回路を有する送電制御装置と、を含み、
　前記受電装置は、
　前記送電装置からみた前記受電装置側の負荷を変調する負荷変調部と、
　前記本負荷に対する電力供給を制御する給電制御部と、
　前記受電装置を制御する受電側制御回路を有する受電制御装置と、を含み、
　前記受電側制御回路は、
　通常送電時において、電力を前記本負荷に供給しているときに、前記負荷変調部を動作
させて、前記送電装置からみた前記受電装置側の負荷を間欠的に変化させ、かつ、前記負
荷を間欠的に変化させる期間において、前記本負荷が重い状態のときは、前記給電制御部
を制御して前記本負荷に供給する電力を強制的に減少させ、これによって、前記本負荷の
負荷状態を見かけ上軽減し、前記本負荷が軽い状態のときは、前記給電制御部の制御によ
る本負荷の負荷状態の軽減を行うことなく、前記負荷を間欠的に変化させる動作のみを実
行し、
　前記送電側制御回路は、
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　前記通常送電時における、前記送電装置からみた前記受電制御装置側の前記負荷の間欠
的な変化を検出することができないときは、前記１次コイルと前記２次コイルとの間に異
物が挿入されたと判断して、前記通常送電を停止する、
　ことを特徴とする無接点電力伝送システム。
【請求項１４】
　請求項１～請求項９のいずれか記載の受電制御装置と、
　前記２次コイルの誘起電圧を直流電圧に変換する受電部と、を含むことを特徴とする受
電装置。
【請求項１５】
　請求項１０～請求項１２のいずれか記載の送電制御装置と、
　交流電圧を生成して前記１次コイルに供給する送電部と、を含むことを特徴とする送電
装置。
【請求項１６】
　請求項１４記載の受電装置と、
　前記受電装置により電力が供給される本負荷と、を含むことを特徴とする電子機器。
【請求項１７】
　請求項１５記載の送電装置を含むことを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受電制御装置、送電制御装置、無接点電力伝送システム、受電装置、送電装
置および電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電磁誘導を利用し、金属部分の接点がなくても電力伝送を可能にする無接点電力
伝送（非接触電力伝送）が脚光を浴びている、この無接点電力伝送の適用例として、携帯
電話機や家庭用機器（例えば電話機の子機）の充電などが提案されている。
【０００３】
　１次コイルと２次コイルを用いた非接触電力伝送装置は、例えば、特許文献１に記載さ
れている。
【０００４】
　また、無接点電力伝送システムにおいては、１次コイル(送電コイル)と２次コイル（受
電コイル）との間に、例えば金属性の異物（例えば、極薄い板状の金属）が挟まった状態
であるにもかかわらず連続的な送電を継続すると、例えば、金属性の異物には磁力線が通
過してショート電流（うず電流）が流れ、その金属性の異物が発熱して高温となり（例え
ば、１００℃程度まで上昇し）、製品の安全性を確保できなくなるという安全上の問題が
常に存在する。すなわち、金属性の異物が高温となると、ユーザに焼けど被害が生じる危
険性が高まり、また、発熱によって製品の一部が溶融等すると、そのことが原因で発火に
至ることもないとはいえない。
【０００５】
　もちろん、送電装置と受電装置とがセットされた状態において、両者間にできる隙間を
最小限化し、異物が挿入される余地をなくす方向で機器設計が行われるため、一般的には
、上述のようお危険性は極めて少ないといえる。
【０００６】
　しかし、極めて薄い金属箔を悪意で挿入するような事態も想定される以上、無接点電力
伝送システムの実用化に際しては、異物挿入に対する対策は必須といえる。
【０００７】
　このような異物挿入に対する対策技術としては、異物の検出を行うための専用のセンサ
を設ける技術がある（特許文献２参照）。
【０００８】
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　すなわち、特許文献２に記載される技術では、２次側の機器（電力を受電する側の携帯
端末等）に、２次電圧検知部ならびに２次電流検知部（すなわち、専用センサ）を設け、
それらの専用センサで得られた情報を、２次側の機器から１次側の機器に伝達し、１次側
の機器では、受け取った情報を用いて１次電流（１次コイルに供給する電流）が過電流で
あるか否かを判定し、その判定結果に基づいて電力供給を制御している。
【特許文献１】特開２００６－６０９０９号公報
【特許文献２】特開２００１－２７５２８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献２記載の技術では、異物挿入を検出するための専用のセンサが必要であるため
、２次側の機器において部品点数が増え、実装面積やコストからみて不利な点があるのは
否めない。また、２次電圧や２次電流を検出し、１次電流が渦電流であるか否かを判定す
る信号処理はかなり複雑であり、この点でも、１次側の機器および２次側の機器の双方に
おいて負担が生じるのは否めない。
【００１０】
　本発明はこのような考察に基づいてなされたものであり、その目的は、部品点数を抑制
しつつ、簡単な信号処理によって、１次コイルと２次コイルとの間への異物の挿入を高精
度に検出することを可能とし、無接点電力伝送における高信頼度の安全対策を実現するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　（１）本発明の受電制御装置は、１次コイルと２次コイルを電磁的に結合させて送電装
置から受電装置に対して電力を伝送し、前記受電装置の本負荷に対して電力を供給する無
接点電力伝送システムの前記受電装置に設けられる受電制御装置であって、前記受電装置
は、前記送電装置からみた負荷を変調する負荷変調部と、前記本負荷に対する電力供給を
制御する給電制御部と、前記受電装置を制御する、前記受電制御装置に設けられる受電側
制御回路と、を含み、前記受電側制御回路は、通常送電時において、電力を前記給電制御
部を介して前記本負荷に供給しているときに、前記負荷変調部を動作させて、前記送電装
置からみた前記受電装置側の負荷を間欠的に変化させる。
【００１２】
　受電装置（電力の供給を受ける側の装置）は負荷変調部を有しており、送電装置からみ
た受電装置側の負荷を変化させることによって、送電装置に対して情報を送信することが
できる。例えば、通常の送電が開始される前の認証ステージにおいて、負荷の軽重の切換
えによって“１”と“０”を送信することによって、自機が電力供給を受け得る適正な機
器であることを送電装置に伝えることが可能である。そして、受電制御装置に含まれる受
電制御回路は、認証が終了して通常送電（連続的な送電）が行われているとき（例えば、
本負荷としての電池パックに充電電流を供給しているとき）に、負荷変調部を動作させて
、間欠的に負荷を変化させる。その負荷変化が行われるときでも、本負荷への給電は停止
されない。受電装置側の間欠的な負荷変化は、所定のタイミング（つまり送電装置が既知
のタイミング）で行われるため、送電装置は、異物挿入がなければ、通常送電中における
受電装置側の間欠的な負荷変化を常に検出できるはずであり、逆に、受電装置側の間欠的
な負荷変化を検出できないときには、異物が挿入されたものと判定することができる。こ
のように、本発明では、通常送電中に、負荷変調によって受電装置側の負荷を間欠的に変
化させて、異物検出のために役立つ信号を受電装置側から送電装置側に通信することによ
って、送電装置では、上述の信号の受信の可否によって異物挿入を判定することができる
。受電装置に含まれる負荷変調部は、送電装置への情報の通信のために設けられており、
その負荷変調部を異物検出のために活用していることになり、異物検出のために専用の特
別なハードウエアを設ける必要はない。また、受電装置側からの通信の手段として負荷変
調方式を採用している以上、送電装置には負荷変動を検出する構成が当然、備わっており
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、その負荷変動を検出する構成を、通常送電中にも動作させておくだけで、異物挿入を判
定することができ、送電装置側でも新規なハードウエアの追加は不要である。また、受電
装置側の負荷変化は、例えば、１次コイルの誘起電圧の波形を検出することによって比較
的簡単に検出でき（但し、この検出方法に限定されるものではない）、また、一般的なデ
ジタル信号処理によって精度良く検出することが可能である。また、受電装置から送電装
置への負荷変調による信号の伝達は、通常の送電と同じ経路（すなわち、１次コイルと２
次コイルを経由するルート）を利用して行われるため、異物挿入を検出可能とするための
信号の伝達ルートを特別に設ける必要もない。よって、本発明の受電制御装置を使用して
無接点電力伝送システムを構築することによって、部品点数を抑制しつつ、簡単な信号処
理によって、１次コイルと２次コイルとの間への異物の挿入を高精度に検出することが可
能となる。
【００１３】
　（２）また、本発明の受電制御装置の一態様では、前記受電制御回路は、前記負荷変調
部の動作を制御することによって、前記受電装置側の負荷を１周期毎に変化させ、かつ、
前記１周期内において、前記負荷を所定間隔で複数回、間欠的に変化させる。
【００１４】
　通常送電中における受電装置側の負荷の間欠的な変化が周期的（すなわち１周期毎
）に実行される点、ならびに、１周期内において、前記負荷が、所定間隔で複数回、間欠
的に変化する点を明らかとしたものである。周期的な負荷変化とすることによって、送電
装置と受電装置とが同期を確保しつつ負荷変化による情報の授受を行うことができる。ま
た、１周期内において、所定間隔で複数回、間欠的に負荷を変化させることによって、送
電装置側にて負荷変動を検出するときに、単なるノイズなのか正規の信号なのかの判定を
し易くなり、異物検出の精度を高めることができる。
【００１５】
　（３）また、本発明の受電制御装置の他の態様では、前記受電制御回路は、前記１周期
内の部分的な期間においてのみ、前記負荷を所定間隔で複数回、間欠的に変化させる。
【００１６】
　通常送電中における負荷変化（負荷変調）は、本負荷への電力供給に影響を与えること
があるため、あまり頻繁に行うのは好ましくない。よって、例えば、負荷変調の１周期的
をある程度、長くする（このように、周期を少々長くとっても異物検出の点では何も問題
はない）。そして、その１周期の中の部分的な期間においてのみ、所定間隔で複数回、間
欠的に負荷を変化させる。部分的な期間に限定するのは、負荷変化の間隔が大きく開いて
しまうと、時間経過に伴って本負荷の負荷状況が変わったり、周囲の条件が変わったりし
て、結果的に、送電装置による、受電装置側における間欠的な負荷変化の検出に好ましく
ない影響を与えることがあることを考慮したものである。つまり、例えば、１周期を長く
とっておき、そしてその長い１周期内の、部分的な短い期間において集中的に、複数回の
間欠的な負荷変調を行う。これによって、本負荷への電力供給（例えば、電池パックの充
電）に与える影響を最小限に抑えつつ、送電装置側における高い異物検出精度を実現する
ことができる。
【００１７】
　（４）また、本発明の受電制御装置の他の態様では、前記受電側制御回路は、前記本負
荷の負荷状態を監視し、前記送電装置からみた前記負荷を間欠的に変化させる期間におい
て、前記本負荷が重い状態のときは、前記給電制御部を制御して前記本負荷に供給する電
力を強制的に減少させる。
【００１８】
　本発明では、通常送電中において、本負荷への送電を停止することなく負荷変調を行う
ため、その負荷変調による送電装置側への信号の送信は、常に、本負荷への給電状況（つ
まり、本負荷の負荷状態）による影響を受ける。例えば、本負荷（電池パック等）に大量
の充電電流を供給しているときに、負荷変調のために小さな電流をオン／オフしても、そ
のオン／オフ電流の電流量は、本負荷の充電電流の電流量に比べて小さいために、送電装
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置側では、負荷変調による負荷変化の様子を検出することがむずかしくなる（つまり、ノ
イズなのか負荷変調による信号なのかの検出がしにくくなる）のは否めない。一方、本負
荷に供給する電流が少ないとき（本負荷が軽いとき）は、負荷変調によるオン／オフ電流
の相対的な割合が増えて、送電装置からは、そのオン／オフによる負荷変化を把握し易く
なる。このような考察に基づいて、そこで、本態様では、通常送電中において、受電装置
自身が本負荷（例えば電池パック）の負荷状態を監視し、異物検出を可能とするための負
荷変調を行うときに、本負荷が重いとき（つまり、電流を大量に本負荷に供給している）
ときは、本負荷への電力供給を強制的に低下させる(低下させるだけであり、本負荷への
給電は停止せず、少なくとも、本負荷への必要最小限の電力供給は継続される）。本負荷
への電力供給を絞ると、その本負荷の負荷状態が見かけ上、軽減されたことになり、送電
装置側では、負荷変調による信号を検出し易くなり、したがって、本負荷が重い状態のと
きでも、異物検出精度は所望のレベルに維持される。また、強制的な本負荷の軽減を行っ
た場合でも、本負荷には、少なくとも、必要な最小限の電力は常に与えられており、本負
荷側の電子回路が動作できなくなるといった問題は生じない。また、異物挿入を検出可能
とするための負荷変調は、上述のとおり間欠的に行われ、かつ、その負荷変調は、本負荷
への電力供給に与える影響を考慮して適切な間隔で実行されるものであり、強制的な負荷
軽減が行われたからといって、本負荷への電力伝送に特段の悪影響は生じない（例えば、
電池パックの充電時間が極端に長くなるような弊害は決して生じない）。このように、受
電装置側で本負荷の状態を監視し、異物挿入を検出可能とするための負荷変調時に、必要
ならば本負荷の軽減も併せて実行することによって、本負荷が重いときであっても、送電
装置側における負荷変化の検出精度を所望レベルに維持することができる。
【００１９】
　（５）また、本発明の受電制御装置の他の態様では、前記給電制御部は、前記本負荷へ
の電力供給経路に介在する給電制御トランジスタを含み、前記受電制御回路は、前記給電
制御トランジスタを連続的にスイッチングすることによって、前記本負荷に供給する電力
を強制的に減少させる。
【００２０】
　本負荷への電力供給の強制的な低下（本負荷の軽減）の具体的な実現手法の一態様を明
らかとしたものである。すなわち、本態様では、給電経路に介在する給電制御トランジス
タを連続的にオン／オフさせるというデジタル的な手法によって、本負荷（例えば電池パ
ック）への電力供給を強制的に絞る。トランジスタを連続的にスイッチングさせることは
、デジタル回路では通常行われる動作であり、実現が容易である。また、スイッチング周
波数を選択することによって、本負荷への給電電力をどの程度、削減するのかを精度良く
制御することができるという利点がある。
【００２１】
　（６）また、本発明の受電制御装置の他の態様では、前記給電制御部は、前記本負荷へ
の電力供給経路に介在する給電制御トランジスタとしての電界効果トランジスタを有し、
前記受電制御回路は、前記電界効果トランジスタのゲート電圧を、前記電界効果トランジ
スタが完全にオンするときのゲート電圧および前記電界効果トランジスタが完全にオフす
るときのゲート電圧の中間の電圧に設定して、前記電界効果トランジスタの出力電流の電
流量を絞り、これによって、前記本負荷に供給する電力を強制的に減少させる。
【００２２】
　本負荷への電力供給の強制的な低下（本負荷の軽減）の具体的な実現手法の他の態様を
明らかとしたものである。すなわち、本態様では、アナログ的な手法を採用し、電界効果
トランジスタ（例えば、ＭＯＳトランジスタ）のゲートに、完全オン時の電圧と完全オフ
時の電圧の中間の電圧を供給し、その電界効果トランジスタを、いわゆる半オン状態とし
て、本負荷に供給する電力を絞る。ゲート電圧を制御することによって、電界効果トラン
ジスタのオン抵抗を微調整することができるという利点がある。
【００２３】
　（７）また、本発明の受電制御装置の他の態様では、前記給電制御部は、前記本負荷に
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供給する電圧を安定化するシリーズレギュレータを含み、前記受電側制御回路は、前記シ
リーズレギュレータの両端電圧を検出することによって、前記本負荷の負荷状態を監視す
る。
【００２４】
　受電装置側の本負荷の状態を監視する手法の一態様を明らかとしたものである。異物挿
入を検出可能とするための負荷変調を行うときに、同時に本負荷の軽減動作が実行される
のは本負荷が重いときのみである。したがって、負荷軽減動作を適切に行うためには、受
電装置側において、本負荷の状態を監視する必要がある。本負荷の状態の監視は、常時行
ってもよく、間欠的に行ってもよいが、高精度な負荷状態の監視を、簡素化された構成に
よって実現する必要がある。本態様では、定電圧回路（電源回路）として機能するシリー
ズレギュレータの両端電圧を監視し、これによって本負荷の状態を検出する。シリーズレ
ギュレータは、電圧降下型かつ連続電流型の電源回路であり、その出力端の電圧は一定で
あるが、入力端の電位は１次コイル端の電圧に応じて変化し、その１次コイル端の電圧は
本負荷の負荷状態に応じて変化するから、結果的にシリーズレギュレータの両端の電圧を
監視することによって、本負荷の状態を検出することができる。シリーズレギュレータの
入力端の電圧の監視は、例えば、周波数検出のために必要であり、一方、シリーズレギュ
レータの出力端の電圧は、例えば、そのまま受電制御回路の電源電圧として使用されるた
め、シリーズレギュレータの入力端および出力端の電圧を検出するために特別な回路は不
要であり、実現が極めて容易であるという利点がある。
【００２５】
　（８）また、本発明の受電制御装置の他の態様では、前記給電制御部は、前記本負荷へ
の電力供給経路に介在する給電制御トランジスタを含み、前記受電側制御回路は、前記給
電制御トランジスタの両端電圧を検出することによって、前記本負荷の負荷状態を監視す
る。
【００２６】
　本態様では、給電トランジスタの両端の電圧を監視することによって、本負荷の負荷状
態を監視する。給電トランジスタの両端の電圧は、本負荷に供給する電流量に応じて変化
するため、給電トランジスタの両端の電圧の監視によって、本負荷の状態を検出すること
が可能である。
【００２７】
　（９）また、本発明の受電制御装置の他の態様では、前記受電側制御回路は、前記給電
制御部の給電経路の電流量を検出することによって、前記本負荷の負荷状態を監視する。
【００２８】
　本態様では、給電経路の電流量を直接に監視して、本負荷の負荷状態を検出する。本負
荷が軽いときは本負荷に供給される電流の電流量は少なく、本負荷が重くなると電流量は
増大するため、給電経路の電流量の直接監視によって、本負荷の状態を監視することがで
きる。本態様では、本負荷の状態を高精度に検出できるという利点がある。
【００２９】
　（１０）また、本発明の送電制御装置は、１次コイルと２次コイルを電磁的に結合させ
て送電装置から受電装置に対して電力を伝送し、前記受電装置の本負荷に対して電力を供
給すると共に、通常送電時において、前記受電装置が負荷変調を行って、前記送電装置か
らみた負荷を間欠的に変化させる無接点電力伝送システムの、前記送電装置に設けられる
送電制御装置であって、前記送電装置からみた負荷の間欠的な変化を検出する検出回路と
、前記送電装置を制御する送電側制御回路と、を含み、前記送電側制御回路は、前記通常
送電時における、前記送電装置からみた負荷の間欠的な変化を検出することができないと
きは、前記１次コイルと前記２次コイルとの間に異物が挿入されたと判断して、前記通常
送電を停止する。
【００３０】
　送電制御装置に含まれる送電制御回路は、通常送電時において、受電装置側の負荷の間
欠的な変化を検出できないときに、１次コイルと２次コイルとの間に異物が挿入されたも
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の判断して、送電を停止する。これによって、異物における発熱、やけど、あるいは機器
損傷や破壊が確実に防止される。よって、無接点電力伝送システムにおいて、信頼性の高
い異物挿入対策が実現される。
【００３１】
　（１１）また、本発明の送電制御装置の一態様では、前記通常送電時における前記送電
装置から見た負荷は周期的に変化し、前記送電側制御回路は、複数の周期の各々毎に前記
負荷の変化を検出し、所定数の周期にわたって連続して前記負荷変化を検出できないとき
に、前記１次コイルと前記２次コイルの間に異物が挿入されたと判断して、前記通常送電
を停止する。
【００３２】
　異物が挿入されたか否かの判定に慎重を期すため、送電側制御回路は、複数の周期の各
々毎に、受電装置側の負荷の変化を検出し、所定数の周期(例えば３周期)にわたって連続
して負荷変化を検出できないときに、通常送電を停止することとしたものである。これに
よって、異物挿入の検出精度が高まり、例えば、偶発的な要因によって負荷変化が検出で
きなかったときに、誤って通常送電を停止するといった事態が生じない。
【００３３】
　（１２）また、本発明の送電制御装置の他の態様では、前記検出回路は、前記１次コイ
ルの誘起電圧の波形を検出する波形検出回路である。
【００３４】
　送電装置からみた受電装置側の負荷の変化を検出するために、１次コイルの誘起電圧の
波形検出を行う点を明らかとしたものである。例えば、１次コイルの誘起電圧の波形のピ
ーク値（振幅）は、受電装置側の負荷が重いときは増大し、低いときは減少するため、波
形のピーク検出によって受電装置側の負荷変化を検出することができる（但し、この検出
方法に限定されるものではなく、他の方法、例えば、１次コイルの誘起電圧の位相を検出
する方法を採用することもできる）。
【００３５】
　（１３）また、本発明の無接点電力伝送システムは、１次コイルと２次コイルを電磁的
に結合させて送電装置から受電装置に対して電力を伝送し、前記受電装置の本負荷に対し
て電力を供給する無接点電力伝送システムであって、前記送電装置は、前記送電装置から
みた前記受電装置側の負荷の変化を検出する検出回路と、前記送電装置を制御する送電側
制御回路を有する送電制御装置と、を含み、前記受電装置は、前記送電装置からみた前記
受電装置側の負荷を変調する負荷変調部と、前記本負荷に対する電力供給を制御する給電
制御部と、前記受電装置を制御する受電側制御回路を有する受電制御装置と、を含み、前
記受電側制御回路は、通常送電時において、電力を前記本負荷に供給しているときに、前
記負荷変調部を動作させて、前記送電装置からみた前記受電装置側の負荷を間欠的に変化
させ、かつ、前記負荷を間欠的に変化させる期間において、前記本負荷が重い状態のとき
は、前記給電制御部を制御して前記本負荷に供給する電力を強制的に減少させ、これによ
って、前記本負荷の負荷状態を見かけ上軽減し、前記本負荷が軽い状態のときは、前記給
電制御部の制御による本負荷の負荷状態の軽減を行うことなく、前記負荷を間欠的に変化
させる動作のみを実行し、前記送電側制御回路は、前記通常送電時における、前記送電装
置からみた前記受電制御装置側の前記負荷の間欠的な変化を検出することができないとき
は、前記１次コイルと前記２次コイルとの間に異物が挿入されたと判断して、前記通常送
電を停止する。
【００３６】
　通常送電時において、受電装置が間欠的な負荷変調を実行すると共に、その際、本負荷
が重いときは、本負荷への電力供給を強制的に低下させて本負荷を見かけ上軽減させる処
理も実行する。送電装置側は、通常送電時においても受電装置側の負荷を監視し、受電装
置側の間欠的な負荷変化を検出できなくなったときに、異物が挿入されたと判定して送電
を停止する。これによって、特別な構成を付加することなく、簡単な信号処理でもって異
物挿入を高精度に検出することが可能となる。よって、異物挿入に対する万全の対策がな
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された、信頼性が高く、小型かつ低コストの無接点電力伝送システムを実現することがで
きる。
【００３７】
　（１４）また、本発明の受電装置は、本発明の受電制御装置と、前記２次コイルの誘起
電圧を直流電圧に変換する受電部と、を含む。
【００３８】
　これによって、通常送電中における異物挿入の検出を可能とするための信号を、送電装
置に送信する機能をもった新規な受電装置が実現される。
【００３９】
　（１５）また、本発明の送電装置は、本発明の送電制御装置と、交流電圧を生成して前
記１次コイルに供給する送電部と、を含む。
【００４０】
　これによって、通常送電中における受電装置側の負荷変調による信号を受信し、その信
号受信の可否によって異物挿入の検出を行う機能をもった、新規な送電装置が実現される
。
【００４１】
　（１６）また、本発明の電子機器は、本発明の受電装置と、前記受電装置により電力が
供給される本負荷と、を含む。
【００４２】
　本負荷に給電している最中における異物挿入に対応できるため、無接点電力伝送に対応
した携帯端末等の電子機器の安全性を高めることができ、ユーザはその電子機器を安心し
て使用することが可能となる。
【００４３】
　（１７）また、本発明の電子機器は、本発明の送電装置を含む。
【００４４】
　本負荷に給電している最中における異物挿入に対応できるため、無接点電力伝送に対応
した充電器（クレードル等）の電子機器の安全性を高めることができ、ユーザはその電子
機器を安心して使用することが可能となる。
【００４５】
　このように、本発明によれば、部品点数を抑制しつつ、簡単な信号処理によって、１次
コイルと２次コイルとの間への異物の挿入を高精度に検出することを可能とし、無接点電
力伝送における高信頼度の安全対策を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
以下、図面を参照して、本発明の好適な実施の形態について説明する。
なお以下に説明する本実施形態は特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定
するものではなく、本実施形態で説明される構成の全てが本発明の解決手段として必須で
あるとは限らない。
【００４７】
　（第１の実施形態）
まず、本発明が適用される好適な電子機器の例、ならびに、無接点電力伝送技術の原理に
ついて説明する。
【００４８】
　（電子機器の例と無接点電力伝送の原理）
図１（Ａ），（Ｂ）は無接点電力伝送技術について説明するための図であり、（Ａ）は無
接点電力伝送手法が適用される電子機器の例を示す図であり、（Ｂ）は誘導トランスを用
いた無接点電力伝送の原理を説明するための図である。
図１（Ａ）に示されるように、電子機器の１つである充電器５００（クレードル）は、送
電装置１０を有する。また電子機器の１つである携帯電話機５１０は、受電装置４０を有
する。また携帯電話機５１０は、ＬＣＤなどの表示部５１２、ボタン等で構成される操作
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部５１４、マイク５１６（音入力部）、スピーカ５１８（音出力部）、アンテナ５２０を
有する。
【００４９】
　充電器５００にはＡＣアダプタ５０２を介して電力が供給され、この電力が、無接点電
力伝送により送電装置１０から受電装置４０に送電される。これにより、携帯電話機５１
０のバッテリを充電したり、携帯電話機５１０内のデバイスを動作させたりすることがで
きる。
【００５０】
　なお、本実施形態が適用される電子機器は携帯電話機５１０に限定されない。例えば腕
時計、コードレス電話器、シェーバー、電動歯ブラシ、リストコンピュータ、ハンディタ
ーミナル、携帯情報端末、あるいは電動自転車などの種々の電子機器に適用できる。
【００５１】
　特に好適な電子機器の例としては、携帯端末（携帯電話端末、ＰＤＡ端末、持ち運び可
能なパーソナルコンピュータ端末を含む）や時計（ウオッチ）があげられる。本発明の受
電装置は、構成が簡単で小型であるため携帯端末等への搭載も可能であり、低損失である
ために、例えば、電子機器における２次電池の充電時間を短縮することが可能であり、ま
た、発熱が低減されることから、電子機器の安全面からみた信頼性も向上する。
【００５２】
　特に、携帯端末（携帯電話端末、ＰＤＡ端末、持ち運び可能なパーソナルコンピュータ
端末を含む）は、高負荷時の充電電流量が大きく、発熱の問題も顕在化しやすい。よって
、本発明が有する低損失かつ低発熱という特性を十分に活かすことが可能な機器といえる
。
【００５３】
　図１（Ｂ）に模式的に示すように、送電装置１０から受電装置４０への電力伝送は、送
電装置１０側に設けられた１次コイルＬ１（送電コイル）と、受電装置４０側に設けられ
た２次コイルＬ２（受電コイル）を電磁的に結合させて電力伝送トランスを形成すること
で実現される。これにより非接触での電力伝送が可能になる。
【００５４】
　（送電装置および受電装置の構成例）
図２は、送電装置、受電装置ならびに負荷からなる無接点電力伝送システムにおける、各
部の具体的な構成の一例を示す回路図である。図示されるように、送電装置１０には、送
電制御装置２０と、送電部１２が設けられている。また、受電装置４０には、受電部４０
と、負荷変調部４６と、給電制御部４８とが設けられている。また、負荷９０は、充電制
御装置９２とバッテリ（２次電池）９４が含まれる。以下具体的に説明する。
【００５５】
　図１（Ａ）の充電器５００などの送電側の電子機器は、少なくとも図２に示される送電
装置１０を含む。また、携帯電話機５１０などの受電側の電子機器は、少なくとも受電装
置４０と負荷９０（本負荷）を含む。そして、図２の構成により、１次コイルＬ１と２次
コイルＬ２を電磁的に結合させて送電装置１０から受電装置４０に対して電力を伝送し、
受電装置４０の電圧出力ノードＮＢ７から負荷９０に対して電力（電圧ＶＯＵＴ）を供給
する無接点電力伝送（非接触電力伝送）システムが実現される。
【００５６】
　送電装置１０（送電モジュール、１次モジュール）は、１次コイルＬ１、送電部１２、
電圧検出回路１４、表示部１６、送電制御装置２０を含むことができる。なお、送電装置
１０や送電制御装置２０は図２の構成に限定されず、その構成要素の一部（例えば表示部
、電圧検出回路）を省略したり、他の構成要素を追加したり、接続関係を変更するなどの
種々の変形実施が可能である。
【００５７】
　送電部１２は、電力伝送時には所定周波数の交流電圧を生成し、データ転送時にはデー
タに応じて周波数が異なる交流電圧を生成して、１次コイルＬ１に供給する。具体的には
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、図３（Ａ）に示されるように、例えば、データ「１」を受電装置４０に対して送信する
場合には、周波数ｆ１の交流電圧を生成し、データ「０」を送信する場合には、周波数ｆ
２の交流電圧を生成する。この送電部１２は、１次コイルＬ１の一端を駆動する第１の送
電ドライバと、１次コイルＬ１の他端を駆動する第２の送電ドライバと、１次コイルＬ１
と共に共振回路を構成する少なくとも１つのコンデンサを含むことができる。そして、送
電部１２が含む第１、第２の送電ドライバの各々は、例えば、パワーＭＯＳトランジスタ
により構成されるインバータ回路（あるいはバッファ回路）であり、送電制御装置２０の
ドライバ制御回路２６により制御される。
【００５８】
　１次コイルＬ１（送電側コイル）は、２次コイルＬ２（受電側コイル）と電磁結合して
電力伝送用トランスを形成する。例えば、電力伝送が必要なときには、図１（Ａ）、図１
（Ｂ）に示すように、充電器５００の上に携帯電話機５１０を置き、１次コイルＬ１の磁
束が２次コイルＬ２を通るような状態にする。
【００５９】
　一方、電力伝送が不要なときには、充電器５００と携帯電話機５１０を物理的に離して
、１次コイルＬ１の磁束が２次コイルＬ２を通らないような状態にする。
【００６０】
　電圧検出回路１４は、１次コイルＬ１の誘起電圧を検出する回路であり、例えば、抵抗
ＲＡ１、ＲＡ２や、ＲＡ１とＲＡ２の接続ノードＮＡ３とＧＮＤ（広義には低電位側電源
）との間に設けられるダイオードＤＡ１を含む。具体的には、１次コイルの誘起電圧を抵
抗ＲＡ１、ＲＡ２で分圧することによって得られた信号ＰＨＩＮが、送電制御装置２０の
波形検出回路２８に入力される。
【００６１】
　表示部１６は、無接点電力伝送システムの各種状態（電力伝送中、ＩＤ認証等）を、色
や画像などを用いて表示するものであり、例えばＬＥＤ（発光ダイオード）やＬＣＤ（液
晶表示装置）などにより実現される。
【００６２】
　送電制御装置２０は、送電装置１０の各種制御を行う装置であり、集積回路装置（ＩＣ
）などにより実現できる。この送電制御装置２０は、制御回路２２（送電側）、発振回路
２４、ドライバ制御回路２６、波形検出回路２８を含むことができる。
【００６３】
　また、制御回路２２（制御部）は、送電装置１０や送電制御装置２０の制御を行うもの
であり、例えば、ゲートアレイやマイクロコンピュータなどにより実現できる。具体的に
は、制御回路２２は、電力伝送、負荷検出、周波数変調、異物検出、あるいは着脱検出な
どに必要な各種のシーケンス制御や判定処理を行う。
【００６４】
　発振回路２４は、例えば、水晶発振回路により構成され、１次側のクロックを生成する
。ドライバ制御回路２６は、発振回路２４で生成されたクロックや制御回路２２からの周
波数設定信号などに基づいて、所望の周波数の制御信号を生成し、送電部１２の送電ドラ
イバ（不図示）に出力し、その送電ドライバの動作を制御する。
【００６５】
　波形検出回路２８は、１次コイルＬ１の一端の誘起電圧に相当する信号ＰＨＩＮの波形
をモニタし、負荷検出、異物検出等を行う。例えば、受電装置４０の負荷変調部４６が、
送電装置１０に対してデータを送信するための負荷変調を行うと、１次コイルＬ１の誘起
電圧の信号波形が、それに対応して変化する。
【００６６】
　具体的には、図３（Ｂ）に示すように、データ「０」を送信するために、受電装置４０
の負荷変調部４６が負荷を低くすると、信号波形の振幅（ピーク電圧）が小さくなり、デ
ータ「１」を送信するために負荷を高くすると、信号波形の振幅が大きくなる。したがっ
て、波形検出回路２８は、誘起電圧の信号波形のピークホールド処理などを行って、ピー
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ク電圧がしきい値電圧を超えたか否かを判断することで、受電装置４０からのデータが「
０」なのか「１」なのかを判断できる。なお波形検出の手法は、上述の手法に限定されな
い。例えば、受電側の負荷が高くなったか低くなったかを、ピーク電圧以外の物理量を用
いて判断してもよい。
【００６７】
　受電装置４０（受電モジュール、２次モジュール）は、２次コイルＬ２、受電部４２、
負荷変調部４６、給電制御部４８、受電制御装置５０を含むことができる。なお、受電装
置４０や受電制御装置５０は図２の構成に限定されず、その構成要素の一部を省略したり
、他の構成要素を追加したり、接続関係を変更するなどの種々の変形実施が可能である。
【００６８】
　受電部４２は、２次コイルＬ２の交流の誘起電圧を直流電圧に変換する。この変換は受
電部４２が有する整流回路４３により行われる。この整流回路４３は、ダイオードＤＢ１
～ＤＢ４を含む。ダイオードＤＢ１は、２次コイルＬ２の一端のノードＮＢ１と直流電圧
ＶＤＣの生成ノードＮＢ３との間に設けられ、ＤＢ２は、ノードＮＢ３と２次コイルＬ２
の他端のノードＮＢ２との間に設けられ、ＤＢ３は、ノードＮＢ２とＶＳＳのノードＮＢ
４との間に設けられ、ＤＢ４は、ノードＮＢ４とＮＢ１との間に設けられる。
【００６９】
　受電部４２の抵抗ＲＢ１、ＲＢ２はノードＮＢ１とＮＢ４との間に設けられる。そして
ノードＮＢ１、ＮＢ４間の電圧を抵抗ＲＢ１、ＲＢ２により分圧することで得られた信号
ＣＣＭＰＩが、受電制御装置５０の周波数検出回路６０に入力される。
【００７０】
　受電部４２のコンデンサＣＢ１及び抵抗ＲＢ４、ＲＢ５は、直流電圧ＶＤＣのノードＮ
Ｂ３とＶＳＳのノードＮＢ４との間に設けられる。そしてノードＮＢ３、ＮＢ４間の電圧
を抵抗ＲＢ４、ＲＢ５により分圧して得られる分圧電圧ＶＤ４は、信号線ＬＰ２を経由し
て、受電側制御回路５２および位置検出回路５６に入力される。位置検出回路５６に関し
ては、その分圧電圧ＶＤ４が、周波数検出のための信号入力（ＡＤＩＮ）となる。
【００７１】
　負荷変調部４６は、負荷変調処理を行う。具体的には、受電装置４０から送電装置１０
に所望のデータを送信する場合に、送信データに応じて負荷変調部４６（２次側）での負
荷を可変に変化させ、１次コイルＬ１の誘起電圧の信号波形を変化させる。このために負
荷変調部４６は、ノードＮＢ３、ＮＢ４の間に直列に設けられた抵抗ＲＢ３、トランジス
タＴＢ３（Ｎ型のＣＭＯＳトランジスタ）を含む。
【００７２】
　このトランジスタＴＢ３は、受電制御装置５０の受電側制御回路５２から信号線ＬＰ３
を経由して与えられる制御信号Ｐ３Ｑによりオン・オフ制御される。通常送電が開始され
る前の認証ステージにおいて、トランジスタＴＢ３をオン・オフ制御して負荷変調を行っ
て送電装置に信号を送信する際には、給電制御部４８のトランジスタＴＢ１、ＴＢ２はオ
フにされ、負荷９０が受電装置４０に電気的に接続されない状態になる。
【００７３】
　例えば、データ「０」を送信するために２次側を低負荷（インピーダンス大）にする場
合には、信号Ｐ３ＱがＬレベルになってトランジスタＴＢ３がオフになる。これにより負
荷変調部４６の負荷はほぼ無限大（無負荷）になる。一方、データ「１」を送信するため
に２次側を高負荷（インピーダンス小）にする場合には、信号Ｐ３ＱがＨレベルになって
トランジスタＴＢ３がオンになる。これにより負荷変調部４６の負荷は、抵抗ＲＢ３（高
負荷）になる。
【００７４】
　給電制御部４８は、負荷９０への電力の給電を制御する。レギュレータ（ＬＤＯ）４９
は、整流回路４３での変換で得られた直流電圧ＶＤＣの電圧レベルを調整して、電源電圧
ＶＤ５（例えば５Ｖ）を生成する。受電制御装置５０は、例えばこの電源電圧ＶＤ５が供
給されて動作する。
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【００７５】
　また、レギュレータ（ＬＤＯ）４９の入力端と出力端との間には、ＰＭＯＳトランジス
タ（Ｍ１）からなるスイッチ回路が設けられている。このスイッチ回路としてのＰＭＯＳ
トランジスタ（Ｍ１）をオンすることによって、レギュレータ（ＬＤＯ）４９をバイパス
する経路が形成される。例えば、高負荷時（例えば、消耗が激しい２次電池の充電の初期
においては、ほぼ一定の大電流を定常的に流すことが必要となり、このようなときが高負
荷時に該当する）においては、レギュレータ４９自体の等価インピーダンスによって電力
ロスが増大し、発熱も増大することから、レギュレータを迂回して、バイパス経路を経由
して電流を負荷に供給するようにする。
【００７６】
　スイッチ回路としてのＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ１）のオン／オフを制御するために、
パイパス制御回路として機能するＮＭＯＳトランジスタ（Ｍ２）およびプルアップ抵抗Ｒ
８が設けられている。
【００７７】
　受電側制御回路５２から、信号線ＬＰ４を介して、ハイレベルの制御信号がＮＭＯＳト
ランジスタ（Ｍ２）のゲートに与えられると、ＮＭＯＳトランジスタ（Ｍ２）がオンする
。すると、ＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ１）のゲートがローレベルになり、ＰＭＯＳトラン
ジスタ（Ｍ１）がオンしてレギュレータ（ＬＤＯ）４９をバイパスする経路が形成される
。一方、ＮＭＯＳトランジスタ（Ｍ２）がオフ状態のときは、ＰＭＯＳトランジスタ（Ｍ
１）のゲートは、プルアップ抵抗Ｒ８を介してハイレベルに維持されるため、ＰＭＯＳト
ランジスタ（Ｍ１）はオフし、バイパス経路は形成されない。
【００７８】
　ＮＭＯＳトランジスタ（Ｍ２）のオン／オフは、受電制御装置５０に含まれる受電制御
回路５２によって制御される。
【００７９】
　また、トランジスタＴＢ２（Ｐ型のＣＭＯＳトランジスタ）は、電源電圧ＶＤ５の生成
ノードＮＢ５（レギュレター４９の出力ノード）とトランジスタＴＢ１（ノードＮＢ６）
との間に設けられ、受電制御装置５０の制御回路５２からの信号Ｐ１Ｑにより制御される
。具体的には、トランジスタＴＢ２は、ＩＤ認証が完了（確立）して通常の電力伝送（す
なわち、通常送電）を行う場合にはオン状態となる。
【００８０】
　なお、電源電圧生成ノードＮＢ５とトランジスタＴＢ２のゲートのノードＮＢ８との間
にはプルアップ抵抗ＲＵ２が設けられる。
【００８１】
　トランジスタＴＢ１（Ｐ型のＣＭＯＳトランジスタ）は、トランジスタＴＢ２（ノード
ＮＢ６）とＶＯＵＴの電圧出力ノードＮＢ７との間に設けられ、出力保証回路５４からの
信号Ｐ４Ｑにより制御される。具体的には、ＩＤ認証が完了して通常の電力伝送を行う場
合にはオンになる。一方、ＡＣアダプタの接続が検出され、あるいは、電源電圧ＶＤ５が
受電制御装置５０（制御回路５２）の動作下限電圧よりも小さいといった場合には、オフ
になる。なお、電圧出力ノードＮＢ７とトランジスタＴＢ１のゲートのノードＮＢ９との
間にはプルアップ抵抗ＲＵ１が設けられる。
【００８２】
　受電制御装置５０は、受電装置４０の各種制御を行う装置であり、集積回路装置（ＩＣ
）などにより実現できる。この受電制御装置５０は、２次コイルＬ２の誘起電圧から生成
される電源電圧ＶＤ５により動作することができる。また、受電制御装置５０は、制御回
路５２（受電側）、出力保証回路５４、位置検出回路５６、発振回路５８、周波数検出回
路６０、満充電検出回路６２を含むことができる。
【００８３】
　受電側制御回路５２は、受電装置４０や受電制御装置５０の制御を行うものであり、例
えば、ゲートアレイやマイクロコンピュータなどにより実現できる。この受電側制御回路
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５２は、シリーズレギュレータ（ＬＤＯ）４９の出力端の定電圧（ＶＤ５）を電源として
動作する。この電源電圧（ＶＤ５）は、電源供給線ＬＰ１を経由して、受電側制御回路５
２に与えられる。
【００８４】
　この受電側制御回路５２は、具体的には、ＩＤ認証、位置検出、周波数検出、満充電検
出、認証用の通信のための負荷変調、異物挿入検出を可能とするための通信のための負荷
変調などに必要な各種のシーケンス制御や判定処理を行う。
【００８５】
　出力保証回路５４は、低電圧時（０Ｖ時）の受電装置４０の出力を保証する回路である
。すなわち、トランジスタＴＢ１を制御し、ＡＣアダプタの接続が検出され、あるいは、
電源電圧ＶＤ５が動作下限電圧よりも小さい場合に、トランジスタＴＢ１をオフにする設
定を行い、電圧出力ノードＮＢ７から受電装置４０側への電流の逆流を防止する。
【００８６】
　位置検出回路５６は、２次コイルＬ２の誘起電圧の波形に相当する信号ＡＤＩＮの波形
を監視して、１次コイルＬ１と２次コイルＬ２の位置関係が適正であるかを判断する。具
体的には、信号ＡＤＩＮをコンパレータで２値に変換して、位置関係が適正であるか否か
を判断する。
【００８７】
　発振回路５８は、例えばＣＲ発振回路により構成され、２次側のクロックを生成する。
周波数検出回路６０は、信号ＣＣＭＰＩの周波数（ｆ１、ｆ２）を検出して、送電装置１
０からの送信データが「１」なのか「０」なのかを判断する。
【００８８】
　満充電検出回路６２（充電検出回路）は、負荷９０のバッテリ９４が、満充電状態（充
電状態）になったか否かを検出する回路である。具体的には満充電検出回路６２は、例え
ば、充電状態の表示に使用されるＬＥＤＲのオン・オフを検出することによって、満充電
状態を検出する。すなわち、所定時間（例えば５秒）連続でＬＥＤＲが消灯した場合に、
バッテリ９４が満充電状態（充電完了）であると判断する。また、負荷９０内の充電制御
装置９２も、ＬＥＤＲの点灯状態に基づいて満充電状態を検出することができる。
【００８９】
　また、負荷９０は、バッテリ９４の充電制御等を行う充電制御装置９２を含む。充電制
御装置９２は、発光装置（ＬＥＤＲ）の点灯状態に基づいて満充電状態を検出することが
できる。この充電制御装置９２（充電制御ＩＣ）は集積回路装置などにより実現できる。
なお、スマートバッテリのように、バッテリ９４自体に充電制御装置９２の機能を持たせ
てもよい。なお、負荷９０は、２次電池に限定されるものではない。
【００９０】
　（異物挿入対策）
次に、異物挿入対策について説明する。機器の認証が完了して通常送電が開始された後に
、１次コイルと２次コイルとの間に異物が挿入される場合がある。異物が挿入される場合
としては、偶発的になされる場合と、悪意をもってなされる場合とが想定される。異物が
挿入されると、発熱が生じて、火傷、機器の損傷や破壊の危険性が生じるため、無接点電
力伝送システムでは、異物挿入に対する安全対策が必須といえる。
【００９１】
　図４（Ａ），（Ｂ）は、通常送電開始後の異物挿入について説明するための、無接点電
力伝送システムを構成する電子機器の断面図であり、（Ａ）は正常な通常送電状態を示す
図であり、（Ｂ）は異物が挿入された状態を示す図である。
【００９２】
　図４（Ａ）では、クレードル５００（送電装置１０を備える電子機器）上の所定位置に
、携帯電話端末５１０（受電装置４０を備える電子機器）がセットされており、この状態
で、１次コイルと２次コイルを経由して、クレードル（充電台）５００から携帯電話端末
５１０に無接点電力伝送がなされ、携帯電話端末５００に内蔵される２次電池（例えば電
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池パック）の充電が行われている。
【００９３】
　図４（Ｂ）では、通常送電時において、悪意により、クレードル（充電台）５００と携
帯電話端末５１０との間に、薄い板状の金属の異物（導電性の異物）ＡＲが差し込まれる
。異物ＡＲが挿入されると、１次側の機器（クレードル５００）から２次側の機器（携帯
電話端末５１０）に供給される電力のほとんどは、異物（ＡＲ）において消費され（すな
わち、送電電力の乗っ取りが生じ）、異物ＡＲが発熱する危険性が高くなる。そこで、図
４（Ｂ）のような状態となったときには、１次側の機器（クレードル５００）に含まれる
送電装置１０が異物ＡＲの挿入を検出して、通常送電をただちに停止する必要がある。
【００９４】
　次に、異物挿入の検出について考察する。図５（Ａ），（Ｂ）は、受電装置側の負荷の
監視によって異物検出を行う際に考慮すべき事項を説明するための図であり、（Ａ）は、
図４に示される携帯電話端末の２次電池の正常充電時における、送電装置からみた受電装
置側の負荷の変動の様子を示す図であり、（Ｂ）は充電中において、送電装置からみた受
電装置側の負荷に、通常では見られないような変動が生じた場合の図である。
【００９５】
　先に説明したように、受電装置側の負荷が大きいときは、１次コイルに誘起される電圧
の振幅が増大し、受電装置側の負荷が小さくなれば、１次コイルに誘起される電圧の振幅
は小さくなる。図４の携帯電話端末５１０の２次電池が正常に充電されれば、時間経過と
共に、受電装置４０側の負荷は徐々に減少していくはずであるから、正常な充電が行われ
た場合には、１次コイルの電圧波形は、図５（Ａ）に示すような変化を示すはずである。
図５（Ａ）では、時刻ｔ１０において、２次電池が定電流モード（ＣＣモード）から定電
圧モード（ＣＶモード）に切換わり、これに伴い、時刻ｔ１０以降、徐々に受電装置４０
側の負荷は減少していく。
【００９６】
　これに対して、図５（Ｂ）では、時刻ｔ２０において、突然、受電装置４０側の負荷が
増大している。この場合、送電装置１０は、受電装置４０側の負荷変動を監視しているた
め、負荷が急に増大したことは検知できる。しかし、その負荷の増大が、本負荷（携帯電
話端末の２次電池）に起因して生じたものなのか、携帯電話端末５１０とクレードル５０
０との間の位置ずれに起因するものなのか、あるいは、異物挿入に起因するものなのかを
判定することができない。よって、送電装置１０が、単に、受電装置４０側の負荷変動を
検出するという手法では、異物挿入を検出することができない。
【００９７】
　そこで、本発明では、通常送電中において、本負荷（２次電池等）への電力供給を継続
させつつ、受電装置４０が、送電装置１０からみた負荷を間欠的に、意図的に変化させ、
送電装置１０に対して情報を発信する。
【００９８】
　この間欠的な負荷変化による情報を、送電装置１０が所定タイミングで検出できた場合
には、以下のことが証明される。
（１）受電装置１０側の機器（図４の携帯電話端末５１０）が送電装置１０側の機器（図
４のクレードル５００）上に正確にセットされている。
（２）受電装置１０側の機器（図４の携帯電話端末５１０の２次電池を含む）は正常に動
作している。
（３）異物ＡＲが挿入されていない。
【００９９】
　一方、通常送電時において異物ＡＲが挿入されると、受電装置４０から発信される情報
は、その異物ＡＲに阻害されて送電装置１０に届かなくなる。すなわち、送電装置１０で
は、受電装置側の間欠的な負荷変化を検出することができなくなる。上述の（１）～（３
）が確認された後に、間欠的な負荷変化が検出されなくなることの要因としては、上述の
（３）の要因が最も疑われる。つまり、異物ＡＲが挿入されたために、間欠的な負荷変化
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を検出できなくなったと判定することが可能である。
【０１００】
　図６（Ａ），（Ｂ）は、異物挿入を検出可能とするために、受電装置側の負荷を間欠的
に変化させる場合の具体的な態様を説明するための図である。
【０１０１】
　図６（Ａ）では、受電装置側の負荷の間欠的な変化の様子を、２次電流（２次コイルＬ
２に流れる電流）の変化によって表している。図示されるように、時刻ｔ１、ｔ２、ｔ３
、ｔ４、ｔ５・・・において、間欠的に受電装置側の負荷が変化している。
【０１０２】
　具体的には、図６（Ａ）では、周期Ｔ３で負荷が変化している。また、例えば時刻ｔ１
を起点とした期間Ｔ２では、負荷が軽くなり、その後の期間Ｔ１では負荷が重くなる。こ
のような周期的な変化が、周期Ｔ３で繰り返される。
【０１０３】
　図６（Ｂ）は、２次負荷電流の変化に対する１次コイル電圧（一次コイルの一端の誘起
電圧）の変化を示している。上述のとおり、期間Ｔ１は２次側の負荷が重く、期間Ｔ２で
は負荷が軽い。この２次側の負荷の変化に応じて、１次コイル（Ｌ１）の一端の誘起電圧
（１次コイル電圧）の振幅（ピーク値）が変化する。すなわち、負荷が重い期間Ｔ１では
振幅が大きく、負荷が軽い期間Ｔ２では振幅が小さくなる。したがって、送電装置１０で
は、波形検出回路２８（図２参照）によって１次コイル電圧のピーク検出を行うことによ
って、受電装置４０側の負荷変動を検出することができる。但し、負荷変動の検出方法は
この方法に限定されるものではなく、例えば、１次コイル電圧や１次コイル電流の位相を
検出してもよい。
【０１０４】
　負荷変調は、例えば、トランジスタのスイッチングによって簡単に行うことができ、ま
た、１次コイルのピーク電圧の検出等は、アナログやデジタルの基本的な回路を用いて精
度良く行うことができ、機器への負担が少なく、実現が容易である。また、実装面積の抑
制やコスト面でも有利である。
【０１０５】
　このように、通常送電時において、受電装置４０が、間欠的（かつ周期的）な負荷変調
による情報発信を行い、送電装置１０がその負荷変動を検出するという新規な方式を採用
することによって、特別な構成を付加することなく、簡単な方法でもって異物挿入を高精
度に検出することができる。
【０１０６】
　（第２の実施形態）
本実施形態では、異物挿入検出のための好適な、具体的な構成や動作について説明する。
【０１０７】
　（異物挿入検出の具体例）
図７は、図２に示される無接点電力伝送システムの中から、異物挿入の検出に関係する主
要な構成を抜き出して示す回路図である。図７において、図２と共通する部分には同じ参
照符号を付してある。また、図７において、異物挿入検出において重要な役割を果たす部
分は太線で示している。
【０１０８】
　図７に示される受電装置４０において注目すべき回路構成は、負荷変調部４６（図２参
照）を構成する負荷変調用トランジスタＴＢ３、給電制御部４８（図２参照）を構成する
給電制御トランジスタＴＢ２、両トランジスタ（ＴＢ２，ＴＢ３）のオン／オフを制御す
る受電制御回路５２である。また、シリーズレギュレータ（ＬＤＯ）４９の入力端および
出力端の電圧が、信号線ＬＰ２およびＬＰ１を経由して受電制御回路５２に入力されてお
り、ＬＤＯ４９の両端電圧を監視することによって、負荷９０に含まれるバッテリ（２次
電池）９４の負荷状態（負荷の軽重）を検出できるようになっている点も重要である。
【０１０９】



(18) JP 2008-206231 A 2008.9.4

10

20

30

40

50

　また、送電装置１０（図２参照）では、送電制御装置２０の構成である。すなわち、波
形検出回路２８によって１次コイル（Ｌ１）の誘起電圧のピーク値（振幅）が検出される
点、送電制御回路２２によって受電装置４０側の負荷変動が検出される点は重要である。
【０１１０】
　図７において、受電装置４０は、通常送電（認証後の連続送電）中に負荷変調を行い、
送電装置１０に対して、異物検出用パターンＰＴ１を送信し、送電装置１０の送電側制御
回路２２は、通常送電中に受電装置４０側の負荷変化を監視し（連続的監視でも間欠的監
視でもよい）、その異物検出パターンＰＴ１が受信できくなったときに、異物ＡＲが挿入
されたと判定して、通常送電を停止する。
【０１１１】
　（異物検出パターンＰＴ１の具体的な態様）
図８（Ａ），（Ｂ）は異物検出を可能とするための負荷変調の好適かつ具体的な態様を説
明するための図であり、（Ａ）は負荷変調のタイミング例を示す図であり、（Ｂ）は送電
装置によって検出される受電装置側の負荷変動の様子を具体的に示す図である。
【０１１２】
　図８（Ａ）に示されるように、異物検出を可能とするための負荷変調は、１０秒（１０
ｓｅｃ）周期で周期的に行われる。
【０１１３】
　また、時刻ｔ１～ｔ６および時刻ｔ７～ｔ１２が、異物検出を可能とするための負荷変
調が実行される期間である。時刻ｔ１～ｔ６まで（時刻ｔ７～ｔ１２まで）が０．５秒（
０．５ｓｅｃ）であり、０．５秒を５等分した０．１秒（１００ｍｓｅｃ）を単位として
、負荷の軽重が切換えられる。
【０１１４】
　図８（Ａ）において、太線の双方の矢印で示される期間は負荷が重い期間である。すな
わち、時刻ｔ１～ｔ２，時刻ｔ３～ｔ４，時刻ｔ５～ｔ６，時刻ｔ７～ｔ８，時刻ｔ９～
ｔ１０，時刻ｔ１１～時刻ｔ１２の各期間において負荷が重くなる。負荷が重くなる期間
がＴＡである。
【０１１５】
　一方、時刻ｔ２～ｔ３，時刻ｔ４～ｔ５，時刻ｔ８～ｔ９，時刻ｔ１０～ｔ１１の各期
間において負荷が軽くなる。負荷が軽くなる期間がＴＢである。
【０１１６】
　図８（Ａ）では、明らかなように、通常送電中における受電装置側の負荷の間欠的な変
化が周期的（すなわち１周期毎）に実行され、かつ、１周期内において、負荷が、所定間
隔で複数回、間欠的に変化する。
【０１１７】
　周期的な負荷変化とすることによって、送電装置１０と受電装置４０とが同期を確保し
つつ負荷変化による情報の授受を行うことができる（すなわち、送電装置１０側で、受電
装置４０側の負荷が変化するタイミングを容易に知ることができる）。
【０１１８】
　また、１周期内において、所定間隔で複数回、間欠的に負荷を変化させることによって
、送電装置１０側にて負荷変動を検出するときに、単なるノイズなのか正規の信号なのか
の判定をし易くなり、異物検出の精度を高めることができる。つまり、１周期において、
１回しか負荷が変化しない場合は、送電装置１０側からみた負荷の変化が偶発的なものな
のか、負荷変調によるものなのかを判別しにくくなる場合がある。これに対して、１周期
内において複数回の負荷変化が生じるのであれば、その変化は負荷変調によるものである
と簡単に判別することができる。
【０１１９】
　また、図８（Ａ）では、１周期内（例えば時刻ｔ１～ｔ７）のうちの部分的な期間（時
刻ｔ１～ｔ６）においてのみ、負荷を所定間隔で複数回、間欠的に変化させている。つま
り、１周期（１０ｓｅｃ）の前半の初期期間（最初の０，５ｓｅｃ）に、負荷変調を集中
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的に行う。このような形式の負荷変調を行う理由は、以下のとおりである。
【０１２０】
　すなわち、通常送電中における負荷変化（負荷変調）は、本負荷（図７のバッテリ９４
）への電力供給に影響を与えることがあるため、あまり頻繁に行うのは好ましくない。よ
って、例えば、負荷変調の１周期的をある程度、長くする（このように、周期を少々長く
とっても異物検出の点では何も問題はない）。
【０１２１】
　そして、その１周期の中の部分的な期間においてのみ、所定間隔で複数回、間欠的に負
荷を変化させる。部分的な期間に限定するのは、負荷変化の間隔が大きく開いてしまうと
、時間経過に伴って本負荷の負荷状況が変わったり、周囲の条件が変わったりして、結果
的に、送電装置による、受電装置側における間欠的な負荷変化の検出に好ましくない影響
を与えることがあることを考慮したものである。つまり、例えば、１周期を長くとってお
き（図８（Ａ）では１０ｓｅｃ）、そしてその長い１周期内の、部分的な短い期間（図８
（Ａ）では０．５ｓｅｃ）において集中的に、複数回（図８（Ａ）では５回）の間欠的な
負荷変調を行う。
【０１２２】
　このような形式の負荷変調を実行することによって、本負荷（９４）への電力供給（例
えば、電池パックの充電）に与える影響を最小限に抑えつつ、送電装置１０側における高
い異物（ＡＲ）の検出精度を実現することができる。
【０１２３】
　図８（Ｂ）は、送電装置からみた受電装置側の負荷に対応した、送電装置１０における
１次コイル（Ｌ１）の一端の誘起電圧の振幅変化の一例を示している。但し、図８（Ｂ）
では、前半の１周期における負荷変調期（ｔ１～ｔ６）と、後半の１周期における負荷変
調期（ｔ７～ｔ１２）では、本負荷（バッテリ９４）の負荷状態が変化しており、後半の
周期において本負荷（バッテリ９４）の負荷状態は重くなり、これによって、１次コイル
電圧のピーク値が増大する。
【０１２４】
　図８（Ｂ）の時刻ｔ１～ｔ６において、負荷が重くなる期間ＴＡにおける１次コイル電
圧と、負荷が軽くなる期間ＴＢにおける１次コイル電圧との差はΔＶ１である。この１次
コイル電圧の振幅差ΔＶ１から、送電装置１０の送電側制御回路２２は、受電装置４０側
の負荷変化を検出することが可能である。
【０１２５】
　しかし、後半の負荷変調期間（時刻ｔ７～ｔ１２）では、本負荷（バッテリ９４）の負
荷状態が重くなり、本負荷９４の充電電流（Ｉｌｏａｄ）が増大しているため、充電電流
（Ｉｌｏａｄ）に対する負荷変調に伴う変調電流（Ｉｍｏｄ）の割合が小さくなり、変調
電流（Ｉｍｏｄ）のオン／オフによる１次コイル電圧の差分はΔＶ２（ΔＶ２＜ΔＶ１）
に縮小してしまう。つまり、変調電流（Ｉｍｏｄ）が本負荷（バッテリ９４）の充電電流
（Ｉｌｏａｄ）に埋没してしまう形となる。したがって、本負荷（バッテリ９４）が重い
ときは、軽いときに比べて、送電装置１０側における負荷変化の検出が難しくなるのは否
めない。そこで、本実施形態では、本負荷(バッテリ９４)への電力供給を強制的に減少さ
せて本負荷（９４）の負荷状態を軽減し、１次側にて、負荷変調による負荷変化を検出し
易くする。以下、本負荷の軽減措置について説明する。
【０１２６】
　（本負荷を強制的に軽減する措置）
【０１２７】
　本発明では、通常送電中において、本負荷９４への送電を停止することなく負荷変調を
行うため、その負荷変調による送電装置１０側への信号の送信は、常に、本負荷９４への
給電状況（つまり、本負荷の負荷状態）による影響を受ける。上述のとおり、本負荷９４
（電池パック等）に大量の充電電流を供給しているときに、負荷変調のために小さな電流
をオン／オフしても、そのオン／オフ電流（Ｉｍｏｄ）の電流量は、本負荷（９４）の充
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電電流（Ｉｌｏａｄ）の電流量に比べて小さいために、送電装置１０側では、負荷変調に
よる負荷変化の様子を検出することがむずかしくなる（つまり、ノイズなのか負荷変調に
よる信号なのかの検出がしにくくなる）のは否めない。一方、本負荷９４に供給する電流
が少ないとき（本負荷が軽いとき）は、負荷変調によるオン／オフ電流（Ｉｍｏｄ）の相
対的な割合が増えて、送電装置１０からは、そのオン／オフによる負荷変化を把握し易く
なる。
【０１２８】
　このような考察に基づいて、本実施形態では、通常送電中において、受電装置４０自身
が本負荷９４の負荷状態を監視し、異物検出を可能とするための負荷変調を行うときに、
本負荷９４が重いとき（つまり、電流を大量に本負荷９４に供給している）ときは、本負
荷９４への電力供給を強制的に低下させる措置を取る（ここで注意すべき点は、電力供給
を低下させるだけであり、本負荷９４への給電は停止せず、少なくとも、本負荷９４への
必要最小限の電力供給は継続される点である）。
【０１２９】
　本負荷９４への電力供給を絞ると、その本負荷９４の負荷状態が見かけ上、軽減された
ことになり、送電装置１０側では、負荷変調による信号を検出し易くなり、したがって、
本負荷９４が重い状態のときでも、異物検出精度は所望のレベルに維持される。また、強
制的な本負荷９４の軽減を行った場合でも、本負荷９４には、少なくとも、必要な最小限
の電力は常に与えられており、本負荷９４側の電子回路（充電制御装置９２）が動作でき
なくなるといった問題は生じない。
【０１３０】
　また、異物挿入を検出可能とするための負荷変調は、上述のとおり間欠的に行われ、か
つ、その負荷変調は、本負荷９４への電力供給に与える影響を考慮して適切な間隔で実行
されるものであり、強制的な負荷軽減が行われたからといって、本負荷９４への電力伝送
に特段の悪影響は生じない。例えば、電池パックの充電時間が極端に長くなるような弊害
は決して生じない。
【０１３１】
　このように、受電装置４０側で本負荷９４の状態を監視し、異物挿入を検出可能とする
ための負荷変調時に、必要ならば本負荷９４の負荷状態の強制的な軽減も併せて実行する
ことによって、本負荷９４が重いときであっても、送電装置１０側における負荷変化の検
出精度を所望レベルに維持することができる。
【０１３２】
　図９（Ａ）～（Ｅ）は、本負荷の軽減動作を説明するための図であり、（Ａ）は本負荷
が軽い状態を示す図であり、（Ｂ）は、本負荷が重い状態を示す図であり、（Ｃ）は、（
Ｂ）に示される状態における１次コイル電圧の変化の様子を示す図であり、（Ｄ）は、給
電制御トランジスタを連続的にオン／オフさせたり、半オン状態させたりして本負荷の軽
減を行っている状態を示す図であり、（Ｅ）は、（Ｄ）に示される状態における１次コイ
ル電圧の変化の様子を示す図である。
【０１３３】
　図９（Ａ）の場合は、本負荷（バッテリ）９４が軽い（つまり、本負荷の充電電流Ｉｌ
ｏａｄは小さい）ため、受電装置４０側で、本負荷の軽減動作を行わなくても、送電装置
１０側にて、負荷変調による負荷変化を十分に検出することができる。よって、給電制御
トランジスタＴＢ２は、常にオン状態である。負荷変調トランジスタＴＢ３は間欠的にオ
ン／オフされ、これによって、負荷変調が実行される。
【０１３４】
　図９（Ｂ）では、本負荷（バッテリ）９４が重い（つまり、本負荷の充電電流Ｉｌｏａ
ｄは大きい）ため、変調電流（Ｉｍｏｄ）のオン／オフによる電流変化が見えにくくなる
。図９（Ｃ）に示すように、本負荷が軽い状態から重い状態に変化すると、１次コイル電
圧の振幅の変化分がΔＶ１からΔＶ２に縮小し、負荷変調による負荷変化を検出しづらく
なる。
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【０１３５】
　そこで、図９（Ｄ）では、負荷変調の際に、併せて本負荷の軽減動作も行う。すなわち
、図９（Ｄ）では、給電制御トランジスタＴＢ２を連続的にオン／オフする、あるいは、
半オン状態とするという動作を実行する。
【０１３６】
　すなわち、給電経路に介在する給電制御トランジスタＴＢ２を連続的にオン／オフさせ
、電力供給を間欠的に行うというデジタル的な手法によって、本負荷９４への電力供給を
強制的に絞ることができる。トランジスタを連続的にスイッチングさせることは、デジタ
ル回路では通常行われる動作であり、実現が容易である。また、スイッチング周波数を選
択することによって、本負荷への給電電力をどの程度、削減するのかを精度良く制御する
ことができるという利点がある。
【０１３７】
　また、アナログ的な手法を採用し、給電制御トランジスタ（ＰＭＯＳトランジスタ）の
ゲートに、完全オン時の電圧と完全オフ時の電圧の中間の電圧を供給し、そのＰＭＯＳト
ランジスタを、いわゆる半オン状態とすることによっても、本負荷９４に供給する電力を
絞ることができる。ゲート電圧を制御することによって、給電制御トランジスタ（ＰＭＯ
Ｓトランジスタ）のオン抵抗を微調整することができるという利点がある。
【０１３８】
　図９（Ｅ）において、本負荷の強制的な軽減によって、本負荷が重い状態の１次コイル
電圧の振幅は、Ｖ１０からＶ２０に変化する。図中、“Ｘ”は、本負荷９４の強制的な軽
減量を示している。本負荷９４の強制的な軽減によって、１次コイル電圧の振幅の変化分
は、ΔＶ２（図９（Ｃ）参照）からΔＶ３（ΔＶ３＞ΔＶ２）に拡大し、送電装置１０で
は、負荷変調による受電装置４０側の負荷変化を検出し易くなる。
【０１３９】
　このように、負荷変調と共に、本負荷軽減動作を併せて実行することによって、本負荷
が重いときでも、送電装置側で負荷変化を確実に検出することが可能となる。
【０１４０】
　（本負荷の状態の監視の態様）
異物挿入を検出可能とするための負荷変調を行うときに、同時に本負荷９４の軽減動作が
実行されるのは、上述のとおり、本負荷９４が重いときのみである。したがって、負荷軽
減動作を適切に行うためには、受電装置４０側において、本負荷９４の状態を監視する必
要がある。本負荷を監視する態様としては、例えば、図１０（Ａ）～（Ｃ）に示す態様が
考えられる（これに限定されるものではない）。
【０１４１】
　図１０（Ａ）～（Ｃ）は各々、本負荷の状態を監視する態様を示す図である。本負荷の
状態の監視は、常時行ってもよく、間欠的に行ってもよいが、高精度な負荷状態の監視を
、簡素化された構成によって実現する必要がある。
【０１４２】
　図１０（Ａ）では、定電圧回路（電源回路）として機能するシリーズレギュレータ（Ｌ
ＤＯ）４９の両端電圧を監視し、これによって本負荷９４の状態を検出する。図中、参照
符号１００は電圧検出回路を示している。
【０１４３】
　シリーズレギュレータ（ＬＤＯ）４９は、電圧降下型かつ連続電流型の電源回路であり
、その出力端の電圧は一定であるが、入力端の電位は１次コイル端の電圧に応じて変化し
、その１次コイル端の電圧は本負荷の負荷状態に応じて変化するから、結果的にシリーズ
レギュレータ（ＬＤＯ）４９の両端の電圧を監視することによって、本負荷９４の状態を
検出することができる。
【０１４４】
　図２に示したとおり、シリーズレギュレータ（ＬＤＯ）４９の入力端の電圧の監視は、
例えば、周波数検出のために必要であり、一方、シリーズレギュレータ（ＬＤＯ）４９の
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出力端の電圧は、例えば、そのまま受電側制御回路５２の電源電圧としても使用されるた
め、シリーズレギュレータ（ＬＤＯ）４９の入力端および出力端の電圧を検出するために
特別な回路は不要であり、実現が極めて容易であるという利点がある。
【０１４５】
　また、図１０（Ｂ）では、給電制御トランジスタ（ＴＢ２）の両端電圧を検出すること
によって、本負荷９４の負荷状態を監視する。給電トランジスタ（ＴＢ２）の両端の電圧
は、本負荷９４に供給する電流量に応じて変化するため、給電トランジスタ（ＴＢ２）の
両端の電圧の監視によって、本負荷（９４）の状態を検出することが可能である。図中、
参照符号１０２は、電圧検出器を示している。この検出方法も、特別な回路を負荷するこ
となく実現可能である。
【０１４６】
　また、図１０（Ｃ）では、給電制御部４８（図２参照）の給電経路の電流量を直接に検
出することによって、本負荷９４の負荷状態を監視する。図中、参照符号１０４は、電流
検出器を示している。本負荷９４が軽いときは本負荷９４に供給される電流の電流量は少
なく、本負荷９４が重くなると電流量は増大するため、給電経路の電流量の直接監視によ
って、本負荷９４の状態を監視することができる。本態様では、本負荷９４の状態を高精
度に検出できるという利点がある。
【０１４７】
　（送電装置の具体的動作）
ここでは、図７の送電制御装置２０の具体的な動作について説明する。先に説明したよう
に、送電制御装置２０に含まれる送電側制御回路２２は、通常送電時において、受電装置
４０側の負荷の間欠的な変化を検出できないときに、１次コイル（Ｌ１）と２次コイル（
Ｌ２）との間に異物（ＡＲ）が挿入されたもの判断して、送電を停止する。これによって
、異物（ＡＲ）における発熱、やけど、あるいは機器損傷や破壊が確実に防止される。よ
って、無接点電力伝送システムにおいて、信頼性の高い異物挿入対策が実現される。
【０１４８】
　また、異物挿入の有無の判定には慎重を期す必要があるため、送電側制御回路２２は、
複数の周期の各々毎に負荷の変化を検出し、所定数の周期にわたって連続して負荷変化を
検出できないときに、１次コイルと２次コイルの間に異物が挿入されたと判断するのが好
ましい。
【０１４９】
　例えば、複数の周期の各々毎に、受電装置側の負荷の変化を検出し、所定数の周期(例
えば３周期)にわたって連続して負荷変化を検出できないときに、通常送電を停止する。
これによって、異物挿入の検出精度が高まり、例えば、偶発的な要因によって負荷変化が
検出できなかったときに、誤って通常送電を停止するといった事態が生じない。
【０１５０】
　なお、送電装置１０からみた受電装置４０側の負荷の変化は、１次コイル（Ｌ１）の誘
起電圧の波形を検出することによって検出でき、この波形検出は、波形検出回路２２によ
って行うことができる。
【０１５１】
　上述のとおり、１次コイル（Ｌ１）の誘起電圧の波形のピーク値（振幅）は、受電装置
４０側の負荷が重いときは増大し、低いときは減少するため、波形のピーク検出によって
受電装置４０側の負荷変化を検出することができる。但し、この検出方法に限定されるも
のではなく、他の方法、例えば、１次コイルの誘起電圧や電流の位相を検出する方法を採
用することもできる。
【０１５２】
　このように、本発明によれば、通常送電中における異物挿入の検出を可能とするための
信号を、送電装置に送信する機能をもった新規な受電装置４０が実現され、また、通常送
電中における受電装置４０側の負荷変調による信号を受信し、その信号受信の可否によっ
て異物挿入の検出を行う機能をもった、新規な送電装置１０が実現される。
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【０１５３】
　また、本発明の受電装置４０を含む携帯電話端末等の電子機器は、本負荷９４に給電し
ている最中における異物挿入に対応でき、安全性が高く、したがって、ユーザはその電子
機器を安心して使用することが可能となる。
【０１５４】
　また、本発明の送電装置１０を含む電子機器（携帯電話用充電台等）は、本負荷９４に
給電している最中における異物挿入に対応できるため、安全性が高く、ユーザはその電子
機器を安心して使用することが可能となる。
【０１５５】
　このように、本発明によれば、部品点数を抑制しつつ、簡単な信号処理によって、１次
コイルと２次コイルとの間への異物の挿入を高精度に検出することを可能とし、無接点電
力伝送における高信頼度の安全対策を実現することができる。
【０１５６】
　以上説明したように、本発明の実施形態によれば、以下の主要な効果を得ることができ
る。但し、以下の効果は同時に得られるとは限らず、以下の効果の列挙が、本発明を不当
に限定する根拠とされてはならない。
（１）通常送電中に、負荷変調によって受電装置側の負荷を間欠的に変化させて、異物検
出のために役立つ信号を受電装置側から送電装置側に通信することによって、送電装置で
は、上述の信号の受信の可否によって異物挿入を判定することが可能となる。
（２）受電装置に含まれる負荷変調部を、異物挿入検出を可能とするための信号の送信用
にも利用することにより、異物検出のために専用の特別なハードウエアを設ける必要がな
い。
（３）送電装置が備える、電装置側の負荷を監視する回路を利用することによって、送電
装置においても、異物挿入検出のために特別なハードウエアを設ける必要がなくなる。
（４）受電装置側の負荷変化は、例えば、１次コイルの誘起電圧の波形を検出することに
よって比較的簡単に検出でき（この方法に限定されるものではない）、また、一般的なデ
ジタル信号処理によって精度良く検出することが可能である。
（５）受電装置から送電装置への負荷変調による信号の伝達は、通常の送電と同じ経路（
すなわち、１次コイルと２次コイルを経由する経路）を利用して行われるため、異物挿入
を検出可能とするための信号の伝達経路を特別に設ける必要もない。
（６）通常送電時における受電装置側の負荷変調を周期的に実行することによって、送電
装置と受電装置とが同期を確保しつつ負荷変化による情報の授受を行うことが可能となる
。また、１周期内において、所定間隔で複数回、間欠的に負荷を変化させることによって
、送電装置側にて負荷変動を検出するときに、単なるノイズなのか正規の信号なのかの判
定をし易くなり、異物検出の精度を高めることができる。
（７）通常送電中において、受電装置自身が本負荷（例えば電池パック）の負荷状態を監
視し、異物検出を可能とするための負荷変調を行うときに、本負荷が重いときは、本負荷
への電力供給を強制的に低下させて本負荷の負荷状態を軽減することによって、送電装置
側では、本負荷が重いときでも、負荷変調による信号を検出し易くなる。よって、本負荷
が重い状態のときでも、異物検出精度を所望のレベルに維持することができる。また、強
制的な本負荷の軽減を行った場合でも、本負荷への電力供給が減少するだけであり、本負
荷への給電は停止されず、少なくとも、必要な最小限の電力は常に与えられており、本負
荷側の電子回路が動作できなくなるといった問題は生じない。また、異物挿入を検出可能
とするための負荷変調は、上述のとおり間欠的に行われ、かつ、その負荷変調は、本負荷
への電力供給に与える影響を考慮して適切な間隔で実行されるものであり、強制的な負荷
軽減が行われたからといって、本負荷への電力伝送に特段の悪影響は生じない（例えば、
電池パックの充電時間が極端に長くなるような弊害は決して生じない）。
（８）送電制御装置は、通常送電時において、受電装置側の負荷の間欠的な変化を検出で
きないときに、１次コイルと２次コイルとの間に異物が挿入されたもの判断して、送電を
停止する。これによって、異物における発熱、やけど、あるいは機器損傷や破壊が確実に
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防止される。よって、無接点電力伝送システムにおいて、信頼性の高い異物挿入対策が実
現される。
（９）送電装置における異物挿入判定に慎重を期すため、送電装置は、複数の周期の各々
毎に、受電装置側の負荷の変化を検出し、所定数の周期にわたって連続して負荷変化を検
出できないときに、通常送電を停止するようにする。これによって、異物挿入の検出精度
が高まり、例えば、偶発的な要因によって負荷変化が検出できなかったときに、誤って通
常送電を停止するといった事態が生じることを防止することができる。
（１０）本発明によって、特別な構成を付加することなく、簡単な信号処理でもって異物
挿入を高精度に検出することが可能となる。よって、異物挿入に対する万全の対策がなさ
れた、信頼性が高く、小型かつ低コストの無接点電力伝送システムを実現することができ
る。
（１１）本負荷に給電している最中における異物挿入に対応できるため、無接点電力伝送
に対応した携帯端末等の電子機器の安全性を高めることができ、ユーザはその電子機器を
安心して使用することが可能となる。
（１２）本負荷に給電している最中における異物挿入に対応できるため、無接点電力伝送
に対応した充電器（クレードル等）の電子機器の安全性を高めることができ、ユーザはそ
の電子機器を安心して使用することが可能となる。
（１３）本発明によれば、部品点数を抑制しつつ、簡単な信号処理によって、１次コイル
と２次コイルとの間への異物の挿入を高精度に検出することを可能とし、無接点電力伝送
における高信頼度の安全対策技術を確立することができる。
【０１５７】
　以上、本発明を、実施形態を参照して説明したが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、種々、変形、応用が可能である。すなわち、本発明の要旨を逸脱しない範囲におい
て多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるであろう。
【０１５８】
　従って、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれるものとする。例えば、明細
書又は図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語（低電位側電源
、電子機器等）と共に記載された用語（ＧＮＤ、携帯電話機・充電器等）は、明細書又は
図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換えることができる。また本実施
形態および変形例の全ての組み合わせも、本発明の範囲に含まれる。
【０１５９】
　また、送電制御装置、送電装置、受電制御装置、受電装置の構成・動作や、１次側にお
ける２次側の負荷検出の手法も、本実施形態で説明したものに限定されず、種々の変形実
施が可能である。
【０１６０】
　本発明は、無接点電力伝送システムにおける高信頼度の異物挿入対策技術を確立するこ
とに貢献するという効果を奏し、したがって、送電制御装置（送電制御ＩＣ）、受電制御
装置（受電制御ＩＣ）、無接点電力伝送システム、送電装置（ＩＣモジュール等）、受電
装置（ＩＣモジュール等）および電子機器（携帯端末および充電器等）として利用可能で
ある。なお、「携帯端末」には、携帯電話端末、ＰＤＡ端末、持ち運び可能なコンピュー
タ端末が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０１６１】
【図１】無接点電力伝送を利用した電子機器の例を示す図、図１（Ａ）は、送電装置とし
ての充電器（クレードル）上に、受電装置としての携帯電話機が載置された状態を示す斜
視図、図１（Ｂ）は、送電装置から受電装置に電力を伝送するための原理を説明するため
の電子機器の要部の断面図
【図２】本発明の送電装置、送電制御装置、受電装置、受電制御装置の具体的な構成の一
例を示す図
【図３】図３（Ａ）および図３（Ｂ）は、１次側機器と２次側機器との間の情報伝送の原
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【図４】図４（Ａ），図４（Ｂ）は、通常送電開始後の異物挿入について説明するための
、無接点電力伝送システムを構成する電子機器の断面図、図４（Ａ）は正常な通常送電状
態を示す図、図４（Ｂ）は異物が挿入された状態を示す図
【図５】図５（Ａ），図５（Ｂ）は、受電装置側の負荷の監視によって異物検出を行う際
に考慮すべき事項を説明するための図、図５（Ａ）は、図４に示される携帯電話端末の２
次電池の正常充電時における、送電装置からみた受電装置側の負荷の変動の様子を示す図
、図５（Ｂ）は充電中において、送電装置からみた受電装置側の負荷に、通常では見られ
ないような変動が生じた場合の図
【図６】図６（Ａ），図６（Ｂ）は、異物挿入を検出可能とするために、受電装置側の負
荷を間欠的に変化させる場合の具体的な態様を説明するための図
【図７】図２に示される無接点電力伝送システムの中から、異物挿入の検出に関係する主
要な構成を抜き出して示す回路図
【図８】図８（Ａ），図８（Ｂ）は異物検出を可能とするための負荷変調の好適かつ具体
的な態様を説明するための図、図８（Ａ）は負荷変調のタイミング例を示す図、図８（Ｂ
）は送電装置によって検出される受電装置側の負荷変動の様子を具体的に示す図
【図９】図９（Ａ）～図９（Ｅ）は、本負荷の軽減動作を説明するための図、図９（Ａ）
は本負荷が軽い状態を示す図、図９（Ｂ）は、本負荷が重い状態を示す図、図９（Ｃ）は
、図９（Ｂ）に示される状態における１次コイル電圧の変化の様子を示す図、図９（Ｄ）
は、給電制御トランジスタを連続的にオン／オフさせたり、半オン状態させたりして本負
荷の軽減を行っている状態を示す図、図９（Ｅ）は、図９（Ｄ）に示される状態における
１次コイル電圧の変化の様子を示す図
【図１０】図１０（Ａ）～図１０（Ｃ）は各々、本負荷の状態を監視する態様を示す図
【符号の説明】
【０１６２】
Ｌ１　１次コイル、Ｌ２　２次コイル、１０　送電装置、１２　送電部、１４　電圧検出
回路、１６　表示部、２０　送電制御装置、２２　制御回路（送電側）、２３　周波数変
調部、２４　発振回路、２６　ドライバ制御回路、２８　波形検出回路、４０　受電装置
、４２　受電部、４３　整流回路、４６　負荷変調部、４８　給電制御部、
５０　受電制御装置、５２　制御回路（受電側）、５４　出力保証回路、
５６　位置検出回路、５８　発振回路、６０　周波数検出回路、６２　満充電検出回路、
９０　２次側機器の負荷、９２　充電制御装置（充電制御ＩＣ）、
９４　本負荷としてのバッテリ（２次電池）、
ＬＥＤＲ　電池残量や電池の状態のインジケータとしての発光装置
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